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介護中・出産前後の皆さんを応援します介護中・出産前後の皆さんを応援します
　要介護度の高い高齢者や重度の障がい者がいる世帯、また出産前後の世帯では、一般的家庭と比
べて支出が増えています。北海道では、介護中・出産前後の皆さんの経済的な負担をやわらげるた
め、次の二つの取組みをおこなっています。

介護を要するの皆さんを応援
ホッカイドウ・ハートフル

臨時支援事業

出産前後の皆さんを応援
　こんにちは赤ちゃん・
プレママ臨時サポート事業

対

 

象

 ①平成27年４月１日時点で要件を満たす方 
②４月２日以降の認定者で９月１日時点で要件を満た
す方 
＜要 件＞・要介護認定３以上の認定を受けている方
／・障害支援区分４以上の認定を受けている方／・特別
障害者手当、経過的福祉手当及び特別扶養手当を受給さ
れている方 

支 援 
内 容 

対象店舗で使用できる5,000円分の商品券の配布 

対
 
象 

店
 
舗
 
介護関連用品をはじめ、日常生活に必要とされる商品を
扱う店舗（ドラッグストア、コンビニエンスストア）な
ど 

試 用
期 間 

平成 28年 1月末まで 

申 請 
期 限 

対象①の方…11月 30日 
対象②の方…12月 31日 

 　▶問合せ
　　ホッカイドウハートフル臨時支援事業事務局☎011‐3
　　30‐8041（平日９時～ 17時　土・日・祝日・年末年
　　始を除く）

対
 
象
 平成 27年 1月 1日～12月 31日に「母子健康手帳」の 

交付を受けた方

支 援 

内 容 
対象店舗で使用できる5,000 円分の商品券の配布 

対
 
象
 

店
 
舗
 

マタニティ関連用品をはじめ、日常生活に必要とされる

商品を扱う店舗（ドラッグストア、コンビニエンススト

ア）など 

試 用

期 間 
平成 28年 1月末まで

 

申 請 

期 限 
12 月 31日(木)消印有効

 

 　▶問合せ
　　こんにちは赤ちゃん・プレママ臨時サポート事業事務
　　局☎011‐330‐8523（平日９時～ 17時　土・日・祝
　　日・年末年始を除く）

事業業

介護中・出産前後の皆さんを応援します


